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  議 事 日 程 第 １ 号 

 

平成２４年８月２８日（火）午前１０時開議 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議第５３号 米沢市立西部小学校校舎耐震補強その他工事請負契約の一部変更について 

日程第４ 議第５４号 平成２４年度米沢市一般会計補正予算（第２号） 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  本日の会議に付した事件 

 

議事日程第１号と同じ 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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出席議員（２４名） 
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 ９番 白 根 澤  澄  子 議員 １０番 佐  藤  忠  次 議員 

１１番 遠  藤  正  人 議員 １２番 堤     郁  雄 議員 

１３番 工  藤  正  雄 議員 １４番 齋  藤  千 惠 子 議員 

１５番 島  軒  純  一 議員 １６番 海 老 名     悟 議員 

１７番 相  田  克  平 議員 １８番 渋  間  佳 寿 美 議員 

１９番 相  田  光  照 議員 ２０番 中  村  圭  介 議員 

２１番 山  村     明 議員 ２２番 鈴  木  章  郎 議員 

２３番 山  田  富 佐 子 議員 ２４番 佐  藤  弘  司 議員 

 

欠席議員（なし） 
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   出席要求による出席者職氏名 

市 長 安 部 三十郎  副 市 長 小 林 正 夫 

総 務 部 長 須 佐 達 朗  企画調整部長 山 口 昇 一 

市民環境部長 赤 木 義 信  健康福祉部長 菅 野 智 幸 

産 業 部 長 小 川 正 昭  建 設 部 長 唐 澤 一 義 

会 計 管 理 者 遠 藤 善 則  総 務 課 長 菅 野 紀 生 
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   出席した事務局職員職氏名 

事 務 局 長 後 藤 俊 英  事 務 局 次 長 高 野 正 雄 

副 主 幹 兼 
議事調査係長 松 田 順 子  庶 務 係 長 青 木 重 雄 

主 査 堤     治  主 任 渡 部 真 也 
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  午前１０時００分 開会・開議 

 

○佐藤 議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  去る８月21日に招集告示されました平成24年８

月臨時議会はここに成立いたしました。 

  ただいまから平成24年米沢市議会８月臨時会を

開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第１号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○佐藤 議長 日程第１、会議録署名議員の指名

でありますが、会議規則第81条の規定により指名

いたします。 

   ２番 髙 橋 義 和 議員 

  １６番 海老名   悟 議員 

  １８番 渋 間 佳寿美 議員 

  以上３名の方にお願いいたします。 

 

 

 

  日程第２ 会期の決定 

 

○佐藤 議長 日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期を本日１日間と定めたいと存じ

ますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会の会期は本日１日間と決定い

たしました。 

 

 

 

  日程第３ 議第５３号米沢市立西部小学校 

       校舎耐震補強その他工事請負契 

       約の一部変更について 

 

○佐藤 議長 日程第３、議第53号米沢市立西部

小学校校舎耐震補強その他工事請負契約の一部変

更についてを議題といたします。 

  この場合、市長から提案理由の説明を願います。

安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいま上程になりました議第

53号米沢市立西部小学校校舎耐震補強その他工事

請負契約の一部変更について説明いたします。 

  本案は、平成23年８月臨時会で議決をいただき、

現在施工しております米沢市立西部小学校校舎耐

震補強その他工事につきまして、工事を進める中、

校舎の外壁が想定以上に劣化しており、改修工法

の変更が必要であることを初め、校舎内部の汚損

が著しく、児童の教育環境の向上を図る必要があ

るとの判断から、工事の追加を行おうとすること、

さらに耐震補強工事につきましては、当初設計と

の相違が判明し、仕様の変更が必要であることか

ら、契約金額を１億8,585万円から２億4,458万

5,950円に、5,873万5,950円増額し、契約を変更

いたしたく提案するものであります。 

  よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願

い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○佐藤 議長 ただいまの市長説明に対し、御質

疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第53号を原案のとおり決するに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○佐藤 議長 御異議なしと認めます。 

  よって、議第53号は原案のとおり決まりました。 

 

 

 

  日程第４ 議第５４号平成２４年度米沢市 

       一般会計補正予算（第２号） 

 

○佐藤 議長 日程第４、議第54号平成24年度米

沢市一般会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

  この場合、市長から提案理由の説明を願います。

安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいま上程になりました議第

54号平成24年度米沢市一般会計補正予算（第２

号）について説明いたします。 

  本案は、新文化複合施設の計画地変更に伴い、

基本設計や地質調査などの業務委託に要する経費

の追加並びに建設用地取得費及び不動産鑑定手数

料の減額により、事業費２億669万5,000円を減額

補正しようとするものであり、この結果、補正前

と合わせた一般会計の予算総額は334億2,592万

8,000円となります。 

  これに伴う財源といたしましては、特定財源と

して国庫支出金及び地方債を減額するとともに、

一般財源として公共施設等整備基金繰入金を減額

するほか、繰越金を充当しようとするものであり

ます。 

  よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願

い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○佐藤 議長 ただいまの市長説明に対し、御質

疑ありませんか。小島卓二議員。 

○７番（小島卓二議員） 私からは、数点につきま

して市長にお聞きしたいと思います。 

  今回、中部地区連絡協議会から反対の要望書が

出たわけなんですけれども、この反対するという

要望書を見て、市長はまずどのようにお感じにな

ったのかお聞きしておきたいと思います。 

  地元有識者と新文化複合施設の案件を、なぜ今

まで共有して協議してこなかったのか。地元とい

う、その一番重要な場所にお住まいの方々とお話

ししてこなかったと、平和通りとか、また商店街

連合会とか、芸文協だとか、そういった人たちと

は特別委員会とか協議会を設置しながらお話し合

いをしてきたんですが、ここ中部コミセンが誕生

して、さあこれから中部地区が一丸となろうとい

うときにこの案件が出てきた。大変危惧されるこ

とだと、事件だと思っております。会議のテーブ

ルに、なぜ中部地区連絡協議会、もしくは有識者

の人たちとテーブルを交えての会議をしなかった

のか、市長よりお聞きしたいと思います。 

  次に、今回この新文化複合施設のごたごた劇を

引き起こした原因は市長自身にあるということで、

広報及び各種会合などの席で発言されておるわけ

なんですが、また９月定例会に市長の給与削減の

条例を提案するというふうな話を伺っております。

市長は、なぜきょうまで、その削減の中身をはっ

きりと議会及び市民に示さなかったのか、その意

図はなぜなのか、そのことについてお聞きしたい

と思います。 

  一つは、本日の結果を、採決の判断の様子を見

てから、給与の減額、月数などを決めようとして

いるのではないかという、そういう意図がうかが

える。余りにもずるいのではないかというふうな

ことが考えられるということが一面にあります。 

  また、これは大変、必ず言葉としてお聞きして

おきたいんですが、市長本人が責任があると申さ

れております。しかし、この種の減給、減俸の場

合、米沢市の三役に及ぶ、そのような手法がとら

れてきたかと思います。今回、この事件において、

副市長及び教育長その他職員にまで、その減給の

幅を広げるという考えはあるのか、ないのか。そ

のことははっきりすべきだと思います。そのこと

についてお答えください。 

  もう１点、ショッピングビル株式会社と覚書を
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取り交わしました。書面でもう公表になっており

ます。ショッピングビルに利益が生じないことを

基本とした土地の取引というふうな文言が入って

おります。今回、予算案に出ている２億1,000万

円というふうな土地の減額部分ですけれども、今

後その土地が下がるかどうかわからない。もしか

したら上がるかもしれない。そのような不確定な

土地の覚書について、おかしいのではないか。覚

書は取り交わしたけれども、この先が読めない、

そのようなことが発生します。私は、この土地の

予算案を、減額案をそのままにしておいて、１年、

３月にまだ決着しなければ、平成25年度に対して

の繰越明許費というふうな形で残すべきではなか

ったのか、そのような思いを持っております。し

かし、本日予算案として出ておりますので、この

ことはままならないと思いますが、ただ考え方だ

けをそのように申し述べまして、そのことについ

て御回答いただきたい、そのように思います。 

  以上３点お願いします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 それではお答えをいたします。 

  中部地区から反対の要望書が出てまいりました

ので、臨時議会の直前にこのような要望が出てき

たということから、その後中部地区の反対の署名

をされた方々への説明会をいたしました。そこで

感じましたのは、事実というのは伝わっているも

のの、その事実が意味するところを十分に御理解

いただくまでには至っていないのではないかとい

うふうに感じました。地元との話し合いの経過に

ついては、部長よりお答えをいたします。 

  次に、減額についてでありますが、首長の減額

というのは、首長がみずから考えて、そしてみず

から決定をするもので、他から左右されて出てく

るというふうなものではございませんので、その

首長の減給を純粋な形で行うためには、これまで

の事案が、要するに今回上程している事案が一件

落着してから提案するのが、減給の純粋性を保つ

ために必要かというふうに考えて、そのようにし

ておりますので、後日中身については上程をした

いと考えております。 

  そして、ショッピングビル関連についても部長

がお答えをいたします。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 まず、１点目の地元との

話し合いの経過についてであります。今回８月に

要望を出していただいたわけでありますが、５月

にも御承知のとおり要望が出ておりまして、２段

階になってございました。 

  ５月の要望では、市民文化会館との合築という

ふうな内容であり、新たな大きな財政負担を伴う

文化会館を含めた構想については、当初から想定

をしておりませんでしたので、代表の方と何度か

お会いをしてお話をする機会がありましたが、こ

の件については相当程度困難だというふうな考え

方をお伝えをしてきたところであります。 

  また、今回の８月の要望では、第２案として歴

史公園に新文化複合施設を建設することが打ち出

されておりますが、これについては、実はこの要

望については、９月３日に行われます市長を囲む

座談会のテーマになっておりますので、理解を深

めるために、私ども20日に地元に事務方としてお

邪魔をして説明会をさせていただきました。その

折に初めて見させていただいたものでありまして、

８月の２日の第４回の全員協議会で、市の方針を

打ち出しておりますことから、この要望について

なかなか対応に苦慮するものでありました。 

  地元の意見を聞いてくるべきではなかったかと

いうふうな御指摘であります。この件については、

まちの広場については、御承知のとおり商工観光

課が管理をする行政財産であり、多目的広場とし

て市民に広く開放して利用していただいている施

設であります。特に、商業ビルの跡地を活用して

整備をしたわけでありますので、中心市街地のに

ぎわいを創出することを目的に、かつては月１回

のまちの広場イベントを展開しておりましたし、

また近年では産業まつりやＹ－１グランプリ、あ
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るいは上杉まつりの軍団出発地などとして交流人

口をまちなかに呼び込むためのイベント会場とし

て数多く利用されてまいりました。まちの広場は、

市民の憩いの場であるということも十分理解をし

ておりますが、中心市街地活性化、にぎわいづく

りの目的がその中心にあることから、今回の建設

計画の構想についても御理解がいただけるものだ

ろうというふうに考えておりました。 

  ただ、当然ながら、地元であるがゆえに、それ

なりにさまざまに思いがございました。事前にお

話ができていればよかったというふうな反省は率

直にしておりますし、今後とも中部地区の皆さん

とはさまざまに意見交換をしながら、よりよい地

域づくりに協力をしていきたいというふうに考え

ております。 

  それから、覚書についてでありますが、利益が

生じないというスタンスについてであります。こ

れは、これまでも御説明を申し上げておりました

が、地権者の要するに寄附行為の申し出からスタ

ートをそもそもしてきたものでございます。２億

何がしの土地購入費につきましては、これも御説

明しておりましたが、不動産鑑定額の想定できる

アッパーの金額で予算化をさせていただきました。

そのビルの解体についても、これまでの流れでは、

民間ビル所有者のほうで解体をしていただいて、

そして更地で市が引き取るということを前提にし

てお話をしてまいりましたので、このビル解体経

費、それから、さらにはどうしても避けられない

必要経費が発生してまいりますので、そうしたも

のを勘案しながら、このアッパー金額の中、範囲

の中で両者協議をして定めようということで進め

てまいりました。こうしたもともとの出発点であ

ります地権者が利益を発生しない土地取引につい

ては、地権者のほうとも確認をしておりますので、

この考え方を踏襲してまいりたいというふうに考

えておりますが、その具体的な詰めについては、

今こういう事態になっておりますので、改めて一

から市と地権者と協議をさせていただいて、考え

方を整理をさせていただいた段階で、改めて議会

のほうにも御相談をさせていただきながら、前の

ほうに進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○佐藤 議長 小島卓二議員。 

○７番（小島卓二議員） 順序よくお聞きいたしま

す。 

  中部地区からの反対の意見書、このことについ

て市長はどう感じているかというふうなことをお

聞きしたんですが、反対の人の事実と異なるもの

を感じたというぐらいなことで、答弁なんですが、

遺憾であるとか、これは仕方のないこととかとい

うふうな考えはなかったんでしょうか。大変困惑

しているとか、そういった考えをお持ちだったの

かどうか、気持ちをお聞きしたんですね。事実と

異なることを感じたということではなくて。 

  そして、大事なのは、中部地区の人たちが、さ

あこれから新文化複合施設ができ上がったぞと、

さあここから地元のにぎわいを創出しようという

ときになって、いや我々反対したから、この施設

に対しての協力はいまいちなかなかとれないよね、

というようなことが発生すれば、大変なゆゆしき

事態だというふうに思うわけなんです。ですから、

これから、例えばきょう可決し、設計がスタート

し、その次は、次の予算案を審議する案件が出る、

そういった幾重のハードルに対しても、いつもこ

の中部地区の人たちと意見を交えながら、同じ共

有した思いで新文化複合施設を建設、完成させな

ければ、しこりが残るということです。こういう

ふうなことを想定して、市はどのように今後対応

していきたいというふうに考えなのか、その考え

がなければ、やはり今のままいつもいろいろな事

件、予算案を審議する事件においてハードルが高

くなってくると思います。そのことをしっかりと

当局は肝に銘じるべきというふうに思っておりま

す。 

  ２番目の責任のとり方ですけれども、市長が申
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されたように、市長個人が考えることであるとい

うふうなことでありますから、それはもう既に決

まっているのかなというふうに私は思います。多

くの議員の方もそういうふうにお思いだと思いま

すけれども、一つは賛成多数ならば、まあこの程

度でいいかというふうな思いがあるのか、反対多

数であったら、いやこれは混迷を深めてしまう、

これはしっかりと責任をとらなければいけないん

だ、それだったらこれぐらいの期間、金額を想定

しなければいけないのかな、そのような判断材料

をきょう求めているとしたら、それは間違いだと

思います。ですから、なぜ今まで黙っていたのか、

きょう採決のこの場に及んでも、まだそのことを

お話ししていない、そして私がお聞きした三役に

ついて、及び部長について言及されていない。そ

のことについては補助職員、副市長初め教育長、

その他補助職員は、胸中穏やかではない思いでい

ると思います。市長が９月定例会の条例のときに、

あなた個人であればみんな認めるけれども、何で

副市長、教育長、補助職員までいくのかというふ

うなことの懸念がありますので、ぜひそこの部分

だけはお話しいただきたいというふうに思います。 

  最後の３点目ですけれども、ポポロ跡地は利益

の伴わない形で米沢市が購入するというふうな覚

書でありますけれども、一方、考えようによって

は、ただであるならば我々が乗り込みたいという

ふうな人が、民間が出てくるかもしれません。も

ともとただなんですから。解体費用だけ持てばい

い。もしかしたら、ビル４階を柱と床だけ残して、

屋根だけ残して、全部壊して、そして耐震補強を

して、民間はそれをテナントビルとして使い始め

たら、まちの広場構想はもうなくなります。そう

いったことも想定されているのか、今初めて聞い

たということでは困るんですよね。ですから、ポ

ポロの跡地、係争中のポポロのビル、土地そのも

のが必ず米沢市の手に入るということを考えてい

れば、それは間違いです。ただで手に入るとなれ

ば、これからショッピングビル側としても、新た

な方向性を模索する可能性もあるということです。

ここまで言いましたけれども、このことについて

御答弁をお願いいたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 お答えいたします。 

  御理解いただくために、少し丁寧にお答えをい

たしますが、先ほど申し上げたのは、感想の中で、

地元には事実と違う形で伝わっているというふう

に申し上げたわけではなくて、事実は事実として

そのまま伝わっているというふうに感じておりま

す。ただ、その事実が意味するもの、すなわち何

かといいますと、まちなかに市民ギャラリー、ま

ちの真ん中と言ったほうがいいと思います、まち

の真ん中に市民ギャラリー、図書館を建てる、そ

の意味、このまちにとっての重要性、そういうも

のがまだ十分に御理解いただいていないというふ

うに感じたということであります。 

  そして、それに対してどうするかということで

ありますが、それは９月３日に市長を囲む座談会

があって、恐らくより多くのたくさんの方が、中

部地区のたくさんの方々がお集まりいただけるも

のというふうに思います。そういう中で、今申し

上げましたように、事実は十分に伝わっていると

思っておりますので、その事実が意味するものに

ついて十分に御理解いただけるように話し合いを

持ちたいというふうに思っております。十分に、

そしてその話し合いの結果、十分に御理解いただ

けるものというふうに思いますし、またそういう

ふうに努力はしていきたいというふうに思ってい

ます。 

  続いて、減給についてでありますが、御質問に

ありましたように、本日の議決の賛否によって内

容が変わるべきではないという御意見でしたが、

私も全く同じであります。賛否によって内容が変

わる、あるいは内容を決めるというようなもので

はないというふうに思っています。先ほども申し

上げましたが、そもそも首長の減給というのは、

誰から言われるわけでもなくて、首長みずからが
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決意をし、そして内容についても首長みずからが

決めて議会にお出しするというものであります。

そういう趣旨の純粋性を保つためには、やはりた

だいま上程しております新文化複合施設の問題が

落着をしてから、要するに切り離してから上程す

ることが、純粋に先ほど言ったような責任のとり

方になるというふうに思っておりますので、切り

離して上程するという考えをいたしております。

ですから、御質問の最初の趣旨と同じであります

が、その同じ趣旨をどのように実現していくかと

いうところで、少し小島議員と考えが違っている

ものというふうに思っておりますので、その点を

御理解いただきたいと思います。（「三役は、三

役」の声あり） 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 私からは、覚書の件につ

いて御質問にお答えをさせていただきます。 

  議員のほうから、ただであるならば民間が名乗

りを上げるかもしれないというふうな御指摘をい

ただきました。その点については、当然否定はし

ないわけでありますが、であるからこそ、この覚

書を結ばさせていただいたわけであります。この

テナントの問題が退去した場合において、市は交

流広場の整備事業を行いますと、所有者はこの事

業に対して協力を行いますというふうな協定の内

容にしておりまして、これはショッピングセンタ

ービルに現在入居しているテナントが退去すると

いう条件が成就された場合において有効な法的な

取り交わしでありますので、これに従って交渉権

の第１位は市とそれからビル所有者、この地権者

側にあるということを担保させていただいたもの

でありますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

  ただ、解体については、これまで考えておりま

した民間サイドで行うのか、あるいは市がやるの

か、さまざま条件がございますが、こうしたこと

については、両者今後協議をしながら詰めていく

ということであります。（「三役の減給について

言及していない」の声あり） 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 先ほど申し上げました趣旨であ

りますので、再度申し上げますが、中身について

は後日上程をしたいと思います。（「違う」の声

あり） 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 私も、この第54号の

議案に関しての質問をさせていただきます。 

  ただいま小島議員のほうからも、中部地区連絡

協議会宛ての説明があってというような部分につ

いての御質問ありましたけれども、中部地区連絡

協議会の方々に対しての説明会というのは、実は

８月20日月曜日４時から中部地区のコミセンで行

われております。この際には、担当部課長が出向

かれて、地区連の方々に説明をされたということ

でした。 

  そして、翌21日火曜日には、その中部地区連絡

協議会から、まちの広場への建設には反対である

という趣旨の要望書が、議会に宛て提出されてい

ます。それも朝一番、９時でした。つまり、８月

20日の、言ってみれば一番後になって、議会での

全員協議会も全て終了し、かかわった諸団体への

説明も既に終了し、全てが終わった段階で８月20

日にようやく地元の中部地区連絡協議会宛てに担

当部課長からの説明がありました。これに対する

地区連の返答は、議会の皆様の翌日の市政協議会

において、その要望書をごらんになられておりま

すのでおわかりのことと思いますが、ただいま申

し上げたとおり、その趣旨はまちの広場への建設

には反対ですというものでした。 

  そして、実は先週の土曜日、８月25日土曜日10

時半から、場所は中部地区コミュニティセンター、

同じですけれども、この場において、安部市長初

め副市長、担当部課長、こちらからの要請に対し

まして、中部地区連のほうで、市長のほうからま

た話を聞いてもらいたいという要請があり、この

８月25日土曜日の10時半からコミセンにおいて話
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が行われたそうです。私は、この件について翌日

曜日に、同席された方々からお話を伺いました。 

  そこで、市長にお尋ねします。８月20日、言っ

てみれば一番置いてけぼりの状態で、地元の地区

連に対して担当部課長から説明があり、いわゆる

まちの広場に建設をするという市の説明があった

ことに対して行われたと。その後、さらに土曜日

25日に、再度の説明がなされたと、それも今回は

市長みずからが出てきての話であったということ

ですけれども、このお話のその目的、そして、そ

の場で取り交わされた内容、その内容によっての

結果、これがどういうものであったのか、市長も

同席されておりますので、市長御自身からお答え

いただきたいと思います。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 中部地区から要望書をいただい

たわけでありますが、今御質問があったように、

全てが決まってというと、本日決まるわけですか

ら、全てが終わってからの段階で要望が出てきた

というそのタイミング、そしていただいた要望書

に書かれている内容から判断をして、この要望に

ついては、直接私がどう考えていたかという回答

をしたほうがよいという判断から、要望をお出し

くださいました中部地区連に要望書に対する回答

の会を持ちたいということで開いていただいて、

回答をいたしました。そして、その結果どうだっ

たかということについては、部長よりお答えをい

たしますが、ただ私としては、そうやって会を持

たせていただいて非常によかったというふうに思

います。中部地区の代表の方々、署名された方の

半数ぐらいの方がおいでになったわけですが、そ

ういう方々の口から直接それぞれのお考えという

ことをお聞きすることができたので、よかったと

いうふうに思っています。そして、それを踏まえ

てどうするかについては、ほかにも中部地区の地

区民の方々、さまざま別の意見もおありになるよ

うですので、９月３日の市長を囲む座談会で話を

させていただくというのが一番よいというふうに

考えております。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 ただいま市長が答弁され

たとおりでありまして、この会の目的については

そのとおりであります。要望を直接市長が受け取

れなかったというふうな事情もあって、市長の思

いをまずストレートに地元の方々にお話をし、ま

た地元の方々の思いもストレートに市長が承ると

いうふうな会を設定をさせていただいたところで

あります。 

  まずは、そのお互いの意見を、互いに交換をす

るというところが主の目的でありまして、当日に

何か結論が引き出されるということは、全く当初

から想定をしておりませんでしたし、当日はその

ようにはなっていないところでありますので、御

理解をいただきたい。 

○佐藤 議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 私、この件に関して

日曜日の日に、この場に同席をされた方々３名の

方々から直接お話を伺わせていただきました。そ

の中から、今市長のほうは、目的としては、事業

の中身は伝わっているのに、その理解が得られて

いないという部分での説明をさせていただきたい

んだというような趣旨の御発言がありました。内

容についてはそのやりとりをされたと、その結果

については、その何かしらの結果を求めるもので

はないと、いわゆるその説明を聞いてもらいたい

ということであったということで、今の回答は私

は理解をさせていただきました。が、私が地区連

の同席された方々のお話、そのほかの方々にも実

は伺っております。その中から、その当時の現場

での生々しいやりとりというものも聞かせていた

だきました。市長は、その自分の思いと事業の理

解というものについて、理解してもらうことを目

的としてとおっしゃっておりました。その思いを

ストレートに伝えるためと部長もおっしゃいまし

た。その伝え方として、受け取った側にしてみる

と、その言葉の端々には到底理解を求めるという
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ようなものではなかったというのが、私が聞かせ

ていただいた方々の共通したお話でした。 

  どういったことであったのかと、具体的なお話

をさせていただければ、当日の集まりは、あくま

でも市長当局側から地区連に対して集まってほし

いという要請があっての集まりだったんです。に

もかかわらず、安部市長はそこにおいて、せっか

く自分が来たのだからというような発言をされた

そうです。これについては、同席された方から、

せっかくとは何だと、せっかくお集まりいただい

てというならわかるが、自分がせっかく来たのに

という言い方は何だという指摘があったそうです。

これは御本人から伺いました。また、中部地区連

の皆さんが、まちの広場への建設は反対だという

ことは、この25日の席上でも同じ話をされたそう

です。それに対して、このまちの広場が興譲小学

校の創設の地であるのに、そこに住んでいらっし

ゃる中部地区の皆さんは反対するのかという発言

もされたそうです。言ったほう、言われたほうの

受け取り方、言ったほうの感覚、それぞれ違うと

思いますが、これを言われた方々にとってみると、

まるで恫喝を受けたようなものだということだっ

たそうです。我々議会や議員に対して、同じ選挙

を上がってきた人間同士やりとりをするならば、

そこには相応の言い方、やり方、これは当然あっ

てしかるべきものだと思います。しかし、自分か

ら頼んで集まっていただいた方々に対して、その

ような言動をした上で理解を求めるというのは、

到底無理な話ではないでしょうか。そのような発

言をもってしても、このまちの広場に新文化複合

施設を建てるという部分においての理解を求める

ということでよかったんでしょうか。市長に改め

てその点についてはお尋ねしたいと思います。 

  そして、もう１点、結果を求めるものではない

ということで、部長のほうからの御説明がありま

した。しかし、地区連のほうとしては、このよう

な説明会があったからといって、地区連がそれを

もって納得したと言われるのは心外であるという

こともおっしゃっておられました。つまり、反対

であると、まちの広場に新文化複合施設を建てる

ことには反対であるということを改めて言われた

そうです。本日は傍聴されている方々も大勢いら

っしゃいますので、誤解のないように改めて申し

上げたいと思いますが、中部地区連は決して新文

化複合施設を建てることに反対しているのではあ

りません。その場所の選定において問題があると

いうことを言ってきているんです。新しい考え方

もすべきだということを言ってきているんです。

その部分も踏まえて、改めて市長の答弁をお願い

します。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 先日の中部地区連の皆様方との

話し合いの中身、発言の中身についての御質問、

２点ありましたのでお答えをいたします。 

  まず、せっかく来たのでという言葉でたしなめ

られたというのがあります。おっしゃるとおりで

あります。私といたしましては、まずせっかく開

いたのでという、そういう趣旨で言ったわけであ

りますが、違うだろうと言われて、はっと言葉の、

何というか使い方の誤りに気がついて、御指摘の

とおり直しました。せっかくお集まりいただいた

ので、というふうにもう一遍言い直して話を続け

ましたので、その点は御指摘いただいた方も御了

承いただいたものというふうに、あと皆様方も御

了承いただいたものというふうに思います。 

  ２点目の興譲小学校の発祥の地ということであ

りますが、それも全く御質問のとおりであります。

私としては、結果的に回り回って興譲小学校の発

祥の地に、すなわちまちの広場に建てるという議

案を本日上程しているわけですが、回り回ってそ

の興譲小学校の発祥の地になったということ自体、

重く受けとめております。それは、簡単に申し上

げれば、このまちは教育、文化を大事にして、人

を育て、そして育った人がこのまちを発展させ、

またこのまちから外に巣立っていった方々もまた、

各地というか日本全体の発展のために尽くしてこ
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られたという、そういう歴史があって、そしてこ

れからもこのまちはどうやって発展していくんで

すかといえば、それは教育、文化を大事にして、

人を育てて、そして育った人というのは当然みん

なが育ってという、そういう意味ですが、みんな

が育って、そうやってこのまちの発展を図ってい

くという方向しかないというふうに考えています。

そういう意味では、奇遇という言葉でよいかと思

いますが、奇遇にも興譲小学校発祥の地にきたと

いうか、に結論がきたということでありますので、

そういう米沢の発展を、これまで発展してきた方

式、またこれからも図っていきたい発展方式、こ

れについてもお話を十分いたしました。そういう

ことをもう一遍わかってもらいたいという重ねて

の気持ちで、興譲小学校の発祥の地に建てるとい

う話になっていること、いるという結論が御理解

いただけていないということにはショックがある

ということをお話しいたしました。そして、これ

はそういう趣旨でありますので、９月３日、もう

一度このまちの発展を何によって図っていくか、

そしていみじくも、くしくもそういう米沢の教育

の出発点と言ってもよいような興譲小学校の跡地

に、この結論が落ち着いてきたという、そういう

ことをお話をもう一遍させていただいて、教育の

大事さを御理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 最後になりますので。 

  ただいま市長のほうからは、まちの広場が興譲

小学校創設の地であるという点からいっても、そ

の重要性、教育の原点云々というお話がありまし

た。しかし、ここの議会におられる方々、全員協

議会等を通して、その話を聞いたことが一度でも

あったでしょうか。恐らく、聞かれた中部地区連

の方々も正直驚いたというのが、正直な感想だっ

たそうです。今、奇遇にもというお話がありまし

たが、奇遇でも何でもないわけです。ポポロ跡地

でやるんだということで何年間もかけて議論をし、

昨年の３月予算を通してここまでやってきたにも

かかわらず、あのような事態が発生して変えざる

を得なくなった。しかし、この変えざるを得なく

なったということ自体、もう既に市長御自身の確

固たる信念がないからではないでしょうか。 

  もし、まちの広場が興譲小学校の創設の地であ

り、非常に歴史的にも重要な地であるんだという

ことをおっしゃられるならば、ポポロ跡地などで

はなく、当初から新文化複合施設は興譲小創設の

地であるまちの広場につくるべきと、そう計画す

べきだったのではないですか。そのような場当た

り的な説明をしているから、このようなわけもわ

からない騒動になってしまっているのではないで

すか。そのような説明において、中部地区連でそ

こに同席された方々は、到底納得できないという

ことでした。引き続き反対の意は唱えていくとい

うこともおっしゃっておりました。 

  市長は、地元の方々がこれだけ反対の意を唱え

ておられると、しかも御自分の説明が理解を得ら

れるというようなものでは、相手にとっては全く

なかったという状況においても、なおこの計画地

変更を推し進めるということなんでしょうか。最

後にお答えください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 御質問の中で、これまでのいわ

ゆるテナント不退去ということから発して、テナ

ント不退去も含めてと言ったほうが正確だと思い

ますが、一連のことについて御指摘がございまし

た。おっしゃるとおりだと思います。そういう市

政運営の不手際については、これまで広報で市民

におわびをし、議会で６月冒頭におわびをいたし

ましたが、９月議会で減給という形で重ねておわ

びをしたいと思います。 

  そして、おわびをするとともに、一つの大きな

思いがあります。今ポポロに行ってみますと、か

つてドーナツ屋さんがあったところに子供たちの

ポスターが張ってあります。みんなの図書館と描

いてあります。早く飲食店出ていけとか、そうい
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うような批判ではなくて、みんなの図書館とだけ

描いてある子供たちの願い、そして、そういう表

現で自分たちの希望を主張しているこの態度の立

派さ、こういう米沢の子供たちのために、きちん

と図書館、市民ギャラリーを建てていく主張、責

任が私にはあると思っていますので、ぜひ御理解

を賜りたいと思います。（「すりかえている、話

を」の声あり） 

○佐藤 議長 ほかに御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 なければ質疑を終結し、10分間休

憩します。 

  再開は11時３分といたします。 

 

  午前１０時５３分 休  憩 

 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時０３分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論に入りますが、討論の通告があり

ますので、順次発言を許可します。 

  20番中村圭介議員。 

  〔２０番中村圭介議員登壇〕 

○２０番（中村圭介議員） 一新会の中村圭介でご

ざいます。本日はお忙しい中、たくさんの方に傍

聴にお越しいただき本当にありがとうございます。 

  さて、私からは、議第54号平成24年度米沢市一

般会計補正予算（第２号）に対して反対の立場で

討論をさせていただきます。 

  混迷をきわめた新文化複合施設問題ですが、本

日一つの区切りを迎えようとしております。振り

返れば、３月議会の議決後わずか一月足らずで当

初案は頓挫。急遽示されたまちの広場案は、その

稚拙な内容から反対意見が続出し、５月臨時会の

開催を断念。６月19日から始まった全員協議会は、

わずか４回で終了。そして、当局は再度まちの広

場案を示すに至りました。 

  私は、今回のまちの広場案に断固反対です。当

局は、まちの広場案に対し、市有地であるために

購入費が発生しないと説明しておりましたが、こ

の用地は取得に約６億円、整備費に約３億円を費

やした、本市にとって貴重な財産であり、立派な

施設でもあります。また、代替地については、訴

訟問題が解決した後にポポロ館を買収し、新たに

また同じような公園を整備するといった内容を示

されております。訴訟が解決する時期、土地の取

得金額、新たな公園の整備費、全てが不明であり、

計画を実行するための担保が何もありません。ま

た、当初案策定にかかわってきた関係者のこれま

での努力や、基本設計費約2,000万円ものお金が

無駄になってしまいます。そして、何より訴訟の

結果次第では、テナント入居者がそのまま営業を

続けていくということも想定されます。複合施設

と衰退の象徴とも言える空きビルが一緒に存在す

る可能性も拭い去れません。そんな状況で、我々

が今まで議論を重ねてきた中心市街地活性化をな

し得ることができるでしょうか。 

  年間９万人を超える市民が利用する中心部の憩

いの場、まちの広場を絶対になくさないでほしい。

そして、これは私だけの思いではありません。皆

さんも御承知のとおり、地元の中部地区連絡協議

会からも同様の声が議長宛てに要望書として提出

されております。これまで行政は、事業を進める

際に地元の声を尊重し、一丸となって事業の実施

に取り組んできたはずです。市民が主役のまちで

ありたいと言っていた市長の言葉は、全くでたら

めだったのでしょうか。 

  そして、先ほどの海老名議員の質問で明らかに

なったように、市長は自分の思いどおりにならな

ければ恫喝ともとれるような行動に出る、これで

は市民が行政に対し夢や希望なんか抱くことがで

きません。 

  そして、私はさらに多くの市民の声をいただい

ております。当局が新文化複合施設建設に関する
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市民からの意見を集約した報告書を、８月２日の

議会全員協議会でいただきました。意見数は108

件。年代別割合を見てみると、20代が１人、30代

が５人、40代が12人となっております。ここまで

の年代で合計18件、全体の16％の回答率です。ち

なみに、60歳代以上の方が合計で60件、全体の

56％を占めておりました。これを民意とするには

余りにも偏っているということで、若い世代の意

見をもっと聞いてほしいという旨の要望をいたし

ましたが、いまだその方法について当局より何ら

示されておりません。 

  このアンケート結果を補完すべく、私がフェィ

スブックを活用し、多くの市民の御協力を得て意

見を頂戴いたしました。その数、きのう現在で

145件。年代は20代から40代までの方が全体の約

95％を占めておりました。寄せられた意見は、当

初案、代案についてももっと深く議論すべきだと、

もっと別の事業に税金を投じるべきだ、という声

が全体の約90％を占める結果となりました。これ

が、これからの米沢を担っていく若者の声なんで

す。 

  前段でも述べました地元の声、そして市民の声、

これを無視した議決が許されるのでしょうか。市

民不在の事業など許されるはずがありません。 

  最後になりますが、私は新文化複合施設建設そ

のものに反対しているのではありません。これま

での関係者の御尽力や教育文化のまち米沢にふさ

わしい図書館、そして市民ギャラリーを望む市民

の意見も十分承知しております。これらを踏まえ、

３月議会で承認したわけです。私から言うまでも

なく、この議決というものは非常に重いものです。

また、現在もこの議決は生きております。だから

こそ、私は当初案を大切にしなければならないと、

こう思っております。当初案であれば、今年度中、

訴訟解決が実現すれば、最良の形で計画を推し進

めることができます。また、訴訟が長引いても、

当局から示された候補に挙がっていた２期申請と

いう方法があります。そして、そこには時間的余

裕も生まれるはずです。ここは一度冷静になり、

新文化複合施設問題について考え直すいい機会な

のではないでしょうか。 

  市長が謝罪し、減給を明言するまでに至った今

回の問題。そして、我々市民や議会との間に生じ

た不信感、そして大きな溝。今の行政は国の補助

金にだけとらわれて、大切なものを見失っている

ように感じます。やるべきことはもっとほかにあ

るはずです。 

  再度申し上げます。市民そして地元の声に耳を

傾けてください。複合施設及び中心市街地活性化

の重要性をもっともっと市民に発信してください。

市民不在のまちづくりは絶対に成功しません。市

民が誇りに思える、そして心から愛せる複合施設

の建設を実現するためにも、議員各位の賢明なる

判断をお願いし、反対討論といたします。（拍

手） 

○佐藤 議長 次に、11番遠藤正人議員。 

  〔１１番遠藤正人議員登壇〕 

○１１番（遠藤正人議員） 自民クラブの遠藤正人

です。賛成の立場で討論させていただきます。 

  このたびの新文化複合施設の建設でありますが、

インフラ整備の観点から早急な建設が望まれます。

なぜなら、平成29年度には東北中央自動車道、す

なわち米沢－福島間の高速道路が完成予定であり、

それに向けて米沢市はインフラ整備を推進するこ

とで、さらなる米沢の発展があると考えられるか

らであります。 

  インフラとは、主に学校や文化施設、スポーツ

施設などの建設、そして交通網の整備、さらには

病院の建設や医療の質の向上などであります。す

なわち、市内中学校の再編や新文化複合施設の建

設、サッカー場の建設、さらには都市計画道路の

整備に除雪体制のレベルアップなど、また、市立

病院の旧館の建てかえや医師・看護師不足の解消

などであります。それらを高速道路開通にポイン

トを合わせ、計画的に整備していくことが、この

米沢市を「魅力あるまち」としていく原動力、す
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なわち地域再生の力となることからも、このたび

の新文化複合施設建設については、しっかりと取

り組んでいかなければなりません。そうすること

が、私たち議員の使命であると考えるのでありま

す。 

  以上、簡単ではありますが、中心市街地活性化

に向けて、また教育と文化のまちの象徴としての

新文化複合施設の建設に係るこのたびの補正予算

案に対して、賛成の討論をさせていただきました。 

  ありがとうございます。（拍手） 

○佐藤 議長 次に、22番鈴木章郎議員。 

  〔２２番鈴木章郎議員登壇〕 

○２２番（鈴木章郎議員） 議第54号平成24年度米

沢市一般会計補正予算（第２号）の議案に反対い

たします。 

  今回の事業が「木に竹を接ぐ計画」と地元紙に

やゆされたように、ずさんな計画と稚拙なその進

め方に、多くの解明されない疑惑をそのままにし

ながら、躍起に箱物建設に急ぐ市長のその態度は、

一利権者との裏約束があるのではないかとの疑惑

を耳にする現況にあります。私自身も、議会質問

及び全員協議会における疑惑に対する質問に、納

得のできる答弁は当局より一つとしてもらってお

りません。 

  また、７月１日の「広報よねざわ」にて、新文

化複合施設地はどこを望むのかとのアンケートに、

どれだけの市民が関心を示したかといえば、わず

か99名であり、現在のまちの広場を壊して建設す

る案には、米沢市民のたった28名が賛成しただけ

である。 

  そして、現在の文化会館を候補地とする要望書

も地元の市民団体から提出されている現状に、わ

ずか28名の意見を重視し、巨額な予算を執行する

ことは、民主主義の根幹を否定する重大な暴挙で

あることを、当局並びに我々市会議員も深く認識

すべきことであります。 

  新文化複合施設建設計画につき、市長は私の議

会質問に「100年後、200年後にもよい施設をつく

ったと評される計画である」と自信満々に答弁し

たその計画が、１カ月もたたずしてもろくも挫折

した案であり、市長は今予算案を計上する前に、

まず無駄になるポポロ敷地計画の先行投資分約

2,000万円に対する責任のとり方を明示すべきで

ある。今補正予算が可決になれば、今後の計画で

まちの広場の取り壊し費用、さらにポポロ跡地に

造成する費用は全くの無駄遣いと断ずるものであ

ります。 

  よって、本日決議すべき上程案でないことは明

白であることから、私はここに計画の白紙撤回を

強く提言をいたします。白紙撤回した上で、まず

目的を明確にし、その費用対効果を示し、一利権

者の意見を尊重することなく、広く市民の声を聞

くことが肝要ではないのでしょうか。 

  目的がまちなかを活性化しようと意図するので

あれば、図書館がその役割を果たさないことは、

現在の図書館と北村公園の現実を考察すれば明々

白々であり、活性化を望むのであれば、城南のヨ

ークベニマル、そして間もなく開店をいたします

門東町二丁目にできるドラッグストアを参考にす

べきではないのでしょうか。 

  図書館建設が目的なら、箱物を建設すればよい

というものではないわけで、次代の若者にどれだ

けのよき影響を与えるのか甚だ疑問であることか

ら、本当に市長の言う100年後を見据えた壮大な

計画であるというのなら、何も目先の補助金目当

てに慌てふためいて予算計上するのではなく、積

極的に若者の意見を聞き、今後の図書館のあり方

をじっくり見きわめるべきではないのでしょうか。 

  私は、このような議会審議をする前に、工事用

のビニールで覆われた廃墟、お化け屋敷のような

ポポロビルの現状が何年続くのかが心配であり、

これをどうするかのほうが先決要因と考えます。 

  裁判を取り下げ、魚民オーナーに末永く入居し

てもらうよう交渉し、自助努力によりビルの補強

とテナント募集を行い、まちの活性化に寄与する

ことをビルオーナーに要望するのも選択肢の一つ
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であることを提言し、反対討論といたします。

（拍手） 

○佐藤 議長 以上で討論を終結し採決いたしま

す。 

  議第54号については、異議がありますので、起

立により採決をいたします。 

  お諮りいたします。 

  議第54号を原案のとおり決するに賛成の議員は

御起立願います。 

  〔賛成者起立〕 

○佐藤 議長 起立多数であります。 

  よって、議第54号は原案のとおり決まりました。 

 

 

 

  閉    会 

 

○佐藤 議長 以上で、本臨時会に付議されま

した案件は全部議了いたしました。 

  これにて平成24年米沢市議会８月臨時会を閉

会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午前１１時２４分 閉  会 

 

 


